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は
じ
め
に

　

江
戸
時
代
初
期
の
京
都
の
景
観
を
、
独
特
の
構
図
と
殷
賑
な
筆
致
で
描
く
舟
木
本

洛
中
洛
外
図
屏
風
は
、
観
覧
す
る
多
く
の
人
を
そ
の
場
で
虜
に
す
る
魅
力
的
な
風
俗

画
で
あ
る
。
こ
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
辻
惟
雄
氏
が
一
九
六
〇
年
の
論
考
に
お
い
て

年
代
と
画
家
に
つ
い
て
検
討
し
、
次
の
よ
う
な
結
論
を
提
示
し
た（
１
（。
描
か
れ
た
年
代

は
細
部
の
七
項
目
の
検
討
結
果
を
提
示
し
た
上
で
慶
長
末
年
か
ら
元
和
初
年
で
ほ
ぼ

元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
あ
た
り
に
落
ち
着
く
こ
と
、
制
作
年
代
も
ま
た
そ
の
前
後

で
あ
る
こ
と
、
画
家
に
つ
い
て
は
岩
佐
又
兵
衛
の
作
品
に
近
い
徳
川
黎
明
会
所
蔵
の

豊
国
祭
礼
図
な
ど
と
比
較
検
討
す
る
と
様
式
的
差
異
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
又
兵

衛
風
表
現
を
創
始
し
た
偉
大
な
画
家
で
あ
る
と
し
た
。

　

辻
氏
は
こ
の
後
の
論
考
に
お
い
て
、
年
代
に
つ
い
て
は
智
積
院
の
創
建
事
情
を
考

慮
し
て
元
和
二
年
頃
に
下
げ
た
が（
２
（、
奥
平
俊
六
氏
が
豊
国
定
舞
台
で
の
演
能
の
存
在

な
ど
か
ら
慶
長
一
九
年
（
一
六
一
四
）
頃
と
し（
３
（、
佐
藤
康
宏
氏
は
智
積
院
の
資
料
を

再
考
し
て
元
和
元
年
七
月
以
前
と
し（
４
（、
辻
氏
も
奥
平
氏
・
佐
藤
氏
の
説
を
受
け
入
れ

て
慶
長
末
年
に
戻
し
た（
５
（。
景
観
年
代
と
は
別
で
あ
る
制
作
年
代
に
つ
い
て
、
辻
氏
は

要旨
　舟木本洛中洛外図屏風は、岩佐又兵衛の作品で、慶長20年（1615）の京
都の情景を描く。構図や描写範囲で注目される場所は、内裏付近である。
その南側の通りでは、三つ葉葵紋をもつ牛車の行列が内裏に向かってい
る。牛車には「当関白」の文字注記があり、大坂夏の陣後に関白に還補さ
れた二条昭実の牛車だと考える。この作品は、徳川家と関白の関係を深め
るために、徳川方から関白に贈答されたものではないかと推測した。

abstract
	 The Folding Screens of scenes in and around Kyoto, Funaki  version, was 
painted by IWASA  Matabe in 1615. The place which attracts attention in this 
work is near Imperial Palace. On the street of the south of there, the procession 
of the cow carriage with Mitsuba-aoi (three leaves of hollyhock, which is a 
family crest of the Tokugawa family) is going to Imperial Palace. Since there 
is a character of “Tou-Kanpaku” in this carriage, it is surmised that it is one 
of NIJO  Akizane again appointed as the chief adviser to the Emperor after 
Summer siege of Osaka Castle. I reasoned that this work was presented to the 
chief adviser to the Emperor from Tokugawa.
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景
観
年
代
と
大
き
く
差
は
な
い
と
し
、
奥
平
氏
も
辻
氏
の
言
う
よ
う
に
元
和
偃
武
後

だ
と
し
、
佐
藤
氏
も
元
和
二
年
頃
ま
で
を
想
定
す
る
。
絵
師
に
つ
い
て
、
辻
氏
は
基

本
的
に
先
の
よ
う
な
主
張
を
繰
り
返
し
た
が
、
二
〇
〇
八
年
の
単
著
に
至
り
岩
佐
又

兵
衛
の
作
品
と
認
め
る
見
解
を
発
表
し
た（
６
（。
そ
れ
以
前
よ
り
、
美
術
史
家
の
多
く
は

こ
の
作
品
を
岩
佐
又
兵
衛
と
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
作
者
問
題
に
つ
い
て
は
美
術
史

学
界
で
ほ
ぼ
統
一
的
な
見
解
に
達
し
た
と
い
え
る
。
舟
木
本
を
所
蔵
す
る
東
京
国
立

博
物
館
の
田
沢
裕
賀
氏
は
、
洛
中
洛
外
図
の
成
立
・
展
開
の
中
か
ら
舟
木
本
を
見
定

め
、
人
々
の
表
情
や
風
俗
を
描
く
こ
と
を
目
的
と
し
た
新
し
い
洛
中
洛
外
図
の
誕
生

だ
と
位
置
付
け
て
い
る（
７
（。

　

近
年
、
岩
佐
又
兵
衛
に
つ
い
て
一
連
の
研
究
を
発
表
し
て
い
る
畠
山
浩
一
氏
は
、

岩
佐
又
兵
衛
が
荒
木
村
重
の
子
で
あ
る
と
い
う
従
来
の
学
説
を『
寛
永
諸
家
系
図
伝
』

を
使
っ
て
再
検
討
し
、
村
重
の
孫
で
あ
る
村
直
と
し
た
上
で
、
又
兵
衛
作
品
の
評
価

を
見
直
す
べ
き
こ
と
を
提
案
し
た（
８
（。
そ
の
検
討
の
中
で
、
舟
木
本
の
発
注
者
の
候
補

と
し
て
古
田
織
部
の
名
前
を
提
示
し
た（
９
（。
た
だ
し
、
こ
の
提
案
は
制
作
背
景
か
ら
検

討
さ
れ
た
も
の
で
、
作
品
の
描
写
内
容
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
先
学
の
研
究
に
学
び
な
が
ら
、
舟
木
本
の
構
図
や
内
容
を
検
討

し
た
上
で
、
ど
の
よ
う
な
構
想
の
も
と
に
制
作
さ
れ
た
か
を
考
え
て
み
た
い
。

　
　
　
一
　
構
図
と
描
写
範
囲

　

舟
木
本
洛
中
洛
外
図
が
他
の
洛
中
洛
外
図
と
大
い
に
異
な
る
点
は
、
そ
の
構
図
の

取
り
方
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
江
戸
時
代
の
多
く
の
洛
中
洛
外
図
が
京
都
を
東
西
に
分

け
て
、
西
か
ら
東
方
を
眺
め
た
景
観
と
、
東
か
ら
西
方
を
眺
め
た
景
観
と
を
各
隻
に

描
く
の
に
対
し
、
舟
木
本
は
両
隻
と
も
に
南
か
ら
北
方
を
眺
め
た
景
観
を
描
く
と
と

も
に
、
左
右
隻
の
図
柄
が
連
続
す
る
点
で
あ
る
。
さ
ら
に
描
か
れ
る
範
囲
が
、
多
く

の
洛
中
洛
外
図
が
京
都
の
町
と
郊
外
の
農
村
、
周
辺
の
山
地
ま
で
を
含
む
の
に
対

し
、
舟
木
本
は
京
都
の
町
と
東
山
山
麓
に
限
ら
れ
て
い
て
、
こ
の
点
で
も
他
の
作
品

と
違
い
が
あ
る
。
当
初
、こ
の
作
品
が
京
洛
名
所
図
あ
る
い
は
京
名
所
図
と
呼
ば
れ
、

重
要
文
化
財
の
指
定
名
称
が
洛
中
風
俗
図
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
辺
の

事
情
か
ら
来
た
も
の
で
あ
る
（
33
（

。

　

こ
の
作
品
を
洛
中
洛
外
図
の
展
開
の
中
で
積
極
的
に
位
置
づ
け
た
の
が
武
田
恒
夫

氏
で
あ
っ
た
。
武
田
氏
は
、
室
町
時
代
末
期
の
景
観
を
示
す
初
期
洛
中
洛
外
図
を
第

一
期
の
定
型
と
し
、
桃
山
時
代
の
聚
楽
第
図
屏
風
、
舟
木
本
洛
中
洛
外
図
、
高
津
本

洛
中
洛
外
図
を
定
型
を
打
ち
破
る
変
型
と
位
置
づ
け
、
並
行
し
て
桃
山
時
代
か
ら
江

戸
時
代
に
か
け
て
第
二
期
の
定
型
が
造
り
出
さ
れ
た
と
、
洛
中
洛
外
図
の
展
開
の
全

体
像
を
提
示
し
た
（
33
（

。
こ
れ
に
よ
り
、
舟
木
本
が
洛
中
洛
外
図
の
変
形
と
す
る
認
識
が

定
着
し
、
指
定
名
称
の
洛
中
風
俗
図
と
呼
ば
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
り
、
洛

中
洛
外
図
の
名
称
が
専
ら
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

舟
木
本
の
構
図
を
改
め
て
見
て
み
る
と
、
南
か
ら
北
方
を
眺
め
た
京
都
の
景
観
を

左
右
隻
に
連
続
す
る
よ
う
に
描
い
て
い
る
。
具
体
的
に
は
右
隻
の
右
端
に
東
山
山
麓

の
大
仏
殿
を
、
左
隻
の
左
端
に
二
条
城
を
配
し
、
右
隻
と
左
隻
は
鴨
川
と
京
都
の
市

街
地
で
連
続
性
を
も
た
せ
て
い
る
。
右
隻
で
は
、
鴨
川
に
架
か
る
五
条
橋
を
第
四
扇

か
ら
第
五
扇
に
か
け
て
の
中
央
部
に
大
き
く
描
き
、川
上
の
賑
や
か
な
四
条
河
原
と
、

川
下
の
農
村
景
観
の
残
る
七
条
河
原
と
の
対
比
を
造
り
出
し
て
い
る
。
鴨
川
の
三
条

橋
は
右
隻
と
左
隻
に
跨
っ
て
い
て
、
画
面
の
連
続
性
を
示
し
て
い
る
。
左
隻
で
は
、

二
条
城
空
間
だ
け
で
な
く
、
内
裏
空
間
、
町
屋
空
間
、
寺
町
・
寺
院
空
間
の
よ
う
に
、

京
内
の
地
域
ご
と
の
描
き
分
け
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
全
体
構
図
は
洛
中
洛
外

図
の
他
の
作
品
に
類
例
が
な
く
、
変
型
と
さ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　

構
図
の
異
な
る
洛
中
洛
外
図
に
は
、
舟
木
本
以
外
に
も
幾
つ
か
の
作
品
が
あ
る
。

福
岡
市
博
物
館
本
、
旧
池
垣
家
本
、
鶴
来
家
本
、
真
門
家
本
な
ど
で
あ
る
（
33
（

。
福
岡
市

博
物
館
本
、
鶴
来
家
本
、
真
門
家
本
は
西
か
ら
東
方
を
眺
め
た
景
観
を
、
旧
池
垣
家
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本
は
東
か
ら
西
方
を
眺
め
た
景
観
を
、
そ
れ
ぞ
れ
左
右
隻
が
連
続
す

る
よ
う
に
描
く
。
こ
の
う
ち
、
福
岡
市
博
物
館
本
は
作
品
の
寸
法
が

高
さ
三
尺
以
下
の
小
屏
風
で
あ
る
が
、
狩
野
永
徳
の
二
男
で
あ
る
狩

野
孝
信
（
元
亀
二
年
～
元
和
四
年
）
の
作
品
と
考
え
ら
れ
て
い
て
、

江
戸
時
代
初
期
の
作
品
と
い
え
る
。
画
面
の
下
半
分
の
前
景
に
は
京

都
の
町
の
通
り
に
い
ろ
い
ろ
な
店
の
様
子
が
描
か
れ
、
画
面
の
上
半

分
の
後
景
に
は
左
隻
は
内
裏
か
ら
誓
願
寺
、
右
隻
は
祇
園
社
か
ら
清

水
寺
ま
で
が
描
か
れ
る
。
典
型
的
な
洛
中
洛
外
図
と
比
べ
る
と
、
構

図
の
差
異
は
大
き
く
、
洛
中
風
俗
図
の
名
称
が
相
応
し
い
作
品
で
あ

る
。
旧
池
垣
家
本
は
高
さ
五
尺
の
作
品
で
、
二
条
城
が
寛
永
改
築
以

前
の
景
観
で
あ
る
こ
と
か
ら
江
戸
時
代
前
期
の
作
品
と
い
え
る
。
屏

風
全
体
の
図
版
を
載
せ
る
本
が
な
い
た
め
に
詳
細
は
不
明
で
あ
る

が
、
典
型
的
な
洛
中
洛
外
図
作
品
の
構
図
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
。

鶴
来
家
本
、
真
門
家
本
は
中
屏
風
の
大
き
さ
で
、
江
戸
時
代
中
期
の

作
品
と
さ
れ
て
い
る
。

　

次
に
、
舟
木
本
の
描
写
範
囲
と
の
関
係
で
構
図
を
見
る
と
、
左
隻

の
第
五
扇
・
第
六
扇
の
上
部
に
描
か
れ
る
内
裏
区
域
が
注
目
さ
れ

る
。
先
に
見
た
福
岡
市
博
物
館
本
で
も
左
隻
の
左
端
に
内
裏
が
描
か

れ
て
い
た
よ
う
に
、
京
都
を
描
く
に
際
し
て
内
裏
は
不
可
欠
な
地
点

で
あ
っ
た
。
舟
木
本
の
右
隻
が
北
は
三
条
通
か
ら
南
は
七
条
通
付
近

ま
で
を
対
象
と
す
る
の
に
対
し
、
左
隻
で
は
一
条
通
の
南
に
あ
る
内

裏
か
ら
九
条
通
付
近
ま
で
を
描
い
て
い
て
、
内
裏
を
画
面
に
取
り
込

む
た
め
に
範
囲
を
広
げ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
か
ら
も
、
内
裏

は
舟
木
本
の
制
作
の
上
で
必
要
不
可
欠
な
描
写
対
象
で
あ
っ
た
と
い

え
よ
う
。

　

舟
木
本
の
描
写
範
囲
を
子
細
に
見
て
み
る
と
、
右
隻
第
一
扇
で
は

図1　舟木本右隻（東京国立博物館所蔵）

図2　舟木本左隻（東京国立博物館所蔵）
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上
部
に
阿
弥
陀
ヶ
峰
、
下
部
に
三
十
三
間
堂
、
第
二
扇
か
ら
第
三
扇
の
上
部
に
清
水

寺
、
第
四
扇
の
下
部
に
七
条
道
場
、
第
五
扇
の
上
部
に
知
恩
院
、
第
六
扇
の
上
部
に

三
条
大
橋
、
下
部
に
六
条
三
筋
町
を
描
く
。
つ
ま
り
右
隻
は
お
よ
そ
三
条
か
ら
七
条

ま
で
の
鴨
東
の
景
観
と
い
え
る
。
一
方
、
左
隻
で
は
第
一
扇
の
上
部
に
三
条
大
橋
、

第
二
扇
の
下
部
に
東
寺
、
第
三
扇
の
下
部
に
西
本
願
寺
、
第
四
扇
の
上
部
に
高
台
院

屋
敷
、
新
上
東
門
院
御
所
、
第
五
扇
か
ら
第
六
扇
の
上
部
に
内
裏
、
第
六
扇
の
下
部

に
二
条
城
を
描
く
。
右
隻
と
は
違
っ
て
南
北
を
広
く
描
い
て
い
て
、
第
一
扇
か
ら
第

三
扇
に
か
け
て
は
三
条
通
か
ら
七
条
通
・
九
条
通
辺
ま
で
を
、
第
四
扇
か
ら
第
六
扇

に
か
け
て
は
一
条
通
辺
か
ら
三
条
通
辺
ま
で
を
描
く
景
観
と
な
る
。
つ
ま
り
、
左
隻

で
は
内
裏
を
入
れ
込
ん
だ
た
め
に
地
理
的
な
歪
み
が
生
じ
た
と
い
え
よ
う
。

　

江
戸
時
代
前
期
の
通
例
の
洛
中
洛
外
図
は
右
隻
に
は
京
都
の
東
半
分
と
し
て
稲
荷

社
か
ら
比
叡
山
ま
で
を
、
左
隻
に
は
西
半
分
と
し
て
鞍
馬
寺
か
ら
八
幡
ま
で
を
描
く

も
の
が
多
い
。
そ
れ
と
比
較
す
る
と
舟
木
本
で
は
、
右
隻
で
は
三
十
三
間
堂
以
南
の

東
福
寺
や
稲
荷
社
、
知
恩
院
以
北
の
南
禅
寺
、
下
賀
茂
社
等
、
左
隻
で
は
内
裏
以
北

の
相
国
寺
、
大
徳
寺
、
二
条
城
以
西
の
聚
楽
第
跡
、
北
野
社
、
二
条
城
以
南
の
神
泉

苑
等
が
描
写
範
囲
か
ら
外
れ
て
い
て
描
か
れ
て
い
な
い
。
寺
社
に
注
目
す
る
な
ら
、

上
京
の
寺
之
内
通
に
集
中
す
る
日
蓮
宗
寺
院
、
室
町
幕
府
が
手
厚
く
保
護
し
た
臨
済

宗
の
五
山
派
寺
院
、
大
名
衆
の
信
仰
を
集
め
た
臨
済
宗
の
林
下
派
の
寺
院
な
ど
も
含

ま
れ
て
い
な
い
。

　
　
　
二
　
内
裏
と
二
条
城

　

舟
木
本
に
つ
い
て
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
、
大
仏
殿
の
あ
る
東
山
山
麓
に
関
心
を

払
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
そ
の
付
近
が
桃
山
時
代
に
再
開
発
さ
れ
、
京
都
で
最
も
変
化

の
激
し
か
っ
た
地
域
で
あ
り
、
景
観
年
代
を
考
え
る
上
で
も
重
要
な
鍵
に
な
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
節
で
み
た
よ
う
に
構
図
の
上
で
は
内
裏
や
二
条
城
周
辺
も

重
要
な
地
域
で
あ
り
、
そ
の
変
化
も
舟
木
本
の
理
解
の
鍵
に
な
る
と
考
え
る
。
本
節

で
は
、
そ
の
点
を
考
察
す
る
。

　

舟
木
本
に
描
か
れ
た
内
裏
は
、
慶
長
一
六
年
か
ら
同
一
九
年
に
か
け
て
京
都
所
司

代
板
倉
伊
賀
守
（
勝
重
）
を
総
奉
行
と
し
て
造
営
さ
れ
た
慶
長
度
の
も
の
で
あ
る
（
3（
（

。

こ
の
内
裏
の
特
徴
は
、
天
正
度
内
裏
ま
で
は
な
か
っ
た
南
門
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
で

あ
る
。
慶
長
一
九
年
か
ら
は
紫
宸
殿
前
の
庭
の
中
央
に
舞
台
や
楽
屋
が
建
て
ら
れ
た

記
録
が
あ
る
。
こ
の
他
、
紫
宸
殿
の
西
側
の
建
物
で
あ
る
清
涼
殿
は
元
来
は
東
向
き

の
建
物
で
あ
る
し
、
指
図
等
に
よ
る
と

西
側
の
築
地
に
あ
る
二
棟
の
門
は
、
慶

長
度
内
裏
で
は
南
側
の
門
が
四
足
門
、

北
側
の
門
が
唐
門
で
あ
る
。
舟
木
本
で

は
、
左
隻
第
五
扇
に
南
門
が
描
か
れ
、

紫
宸
殿
前
で
は
雅
楽
の
演
奏
・
舞
踊
が

見
ら
れ
る
。
第
六
扇
に
描
か
れ
る
清
涼

殿
は
南
向
き
の
建
物
と
さ
れ
、
西
側
の

築
地
の
門
は
南
側
が
唐
門
、
北
側
が
四

足
門
の
よ
う
で
、
実
際
と
は
異
な
る
点

が
み
ら
れ
る
。
な
お
清
涼
殿
に
つ
い
て

は
、
康
正
度
内
裏
を
描
く
上
杉
本
は
東

向
き
の
建
物
に
、
天
正
度
内
裏
を
描
く

勝
興
寺
本
は
南
向
き
に
、
慶
長
度
内
裏

を
描
く
林
原
美
術
館
本
は
東
向
き
に
描

く
。
ま
た
、
天
正
度
内
裏
を
描
く
勝
興

寺
本
で
は
西
側
築
地
の
南
側
の
門
を
唐

門
、北
側
の
門
を
四
足
門
と
し
て
い
て
、

図3　内裏
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使
用
し
た
粉
本
の
関
係
で
誤
り
が
生
じ
た
可
能
性
も
推
測
さ
れ
る
。

　

左
隻
第
四
扇
、
内
裏
の
右
側
の
奥
に
見
え
る
御
殿
風
の
建
物
は
新
上
東
門
院
御
所

で
あ
る
（
33
（

。
新
上
東
門
院
（
勧
修
寺
晴
子
、
天
文
二
二
〔
一
五
五
三
〕
～
元
和
六
）
は
正

親
町
天
皇
の
皇
子
の
誠
仁
親
王
の
女
房
で
、
後
陽
成
天
皇
の
母
で
あ
る
。
天
正
一
四

年
（
一
五
八
六
）
に
後
陽
成
天
皇
が
即
位
す
る
と
「
国
母
」
と
し
て
処
遇
さ
れ
、
慶

長
五
年
に
は
院
号
宣
下
を
受
け
て
女
院
と
な
っ
た
。
新
上
東
門
院
御
所
は
内
裏
の
東

北
側
に
あ
り
、
そ
の
建
物
は
慶
長
一
六
年
に
内
裏
の
旧
御
殿
を
移
築
し
て
整
備
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
（
33
（

。

　

左
隻
第
四
扇
、
新
上
東
門
院
御
所
の
右
側
に
は
豊
臣
秀
吉
の
正
妻
で
あ
る
高
台
院

（
？
～
寛
永
元
〔
一
六
二
四
〕）
の
建
物
が
描
か
れ
る
。
高
台
院
の
屋
敷
は
実
際
に
は

内
裏
の
南
東
に
位
置
し
て
い
た
。
画
面
で
は
建
物
が
わ
ず
か
に
描
か
れ
る
程
度
で
、

「
□
□
た
い
ゐ
ん
」
の
書
き

込
み
が
な
け
れ
ば
、
そ
れ

と
わ
か
ら
な
い
。

　

次
に
、
二
条
城
を
見
て

み
よ
う
。
舟
木
本
に
描
か

れ
る
二
条
城
は
、
慶
長
七

年
か
ら
八
年
に
創
建
さ
れ

た
慶
長
度
二
条
城
で
あ

る
。
指
図
等
が
残
ら
な
い

の
で
縄
張
り
は
不
詳
で
あ

る
が
、
同
時
代
の
美
術
作

品
で
あ
る
勝
興
寺
本
、
林

原
美
術
館
本
等
か
ら
推
測

す
る
と
、
城
域
の
平
面
は

方
形
単
郭
の
城
で
、
四
周

に
堀
と
石
垣
を
築
き
、そ
の
上
に
多
門
櫓
を
巡
ら
し
、東
側
と
北
側
に
櫓
門
を
構
え
、

郭
内
は
築
地
塀
で
内
郭
を
区
切
り
、
そ
の
西
北
隅
に
天
守
閣
、
中
央
に
御
殿
、
西
側

に
庭
園
を
配
置
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
内
郭
に
は
唐
破
風
の
付
く
唐
門
が
あ
り
、

御
殿
は
車
寄
せ
の
付
く
妻
入
り
の
建
物
、
そ
れ
に
隣
接
す
る
東
西
棟
の
建
物
、
さ
ら

に
南
北
棟
の
建
物
へ
と
続
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
天
守
閣
に
つ
い
て
は
五
層
の
白

漆
喰
総
塗
籠
で
、
豊
臣
秀
長
築
造
の
大
和
郡
山
城
天
守
を
移
築
し
た
と
す
る
（
33
（

。
舟
木

本
の
二
条
城
は
、
堀
に
囲
ま
れ
た
方
形
の
城
で
、
東
側
と
北
側
に
櫓
門
、
内
郭
の
西

北
側
に
天
守
閣
を
描
く
点
で
は
他
の
作
品
と
類
似
す
る
。
東
門
を
入
っ
た
所
に
番
小

屋
、
厩
、
そ
の
北
側
に
台
所
、
そ
れ
ら
の
西
側
に
数
棟
の
建
物
を
描
く
。
し
か
し
、

天
守
を
三
層
と
す
る
こ
と
、
内
郭
に
築
地
塀
が
な
い
こ
と
、
唐
門
も
見
ら
れ
な
い
こ

と
、
車
寄
せ
の
妻
入
り
の
建
物
が
な
い
こ
と
、
庭
園
の
な
い
こ
と
な
ど
、
他
の
作
品

と
比
較
す
る
と
異
な
る
要
素
も
多
い
。

　

二
条
城
の
北
側
に
は
、
京
都
所
司
代
の
屋
敷
が
あ
っ
た
。
京
都
所
司
代
は
幕
府
に

お
け
る
京
都
の
拠
点
で
、
朝
廷
・
公
家
と
の
交
渉
を
始
め
、
京
都
及
び
周
辺
諸
国
の

司
法
・
民
政
を
担
当
し
、
西
国
の
大
名
を
も
監
視
す
る
要
職
で
あ
っ
た
。
江
戸
時
代

初
期
に
は
、
慶
長
八
年
に
板
倉
勝
重
が
就
任
し
て
い
る
。
京
都
所
司
代
屋
敷
は
、
勝

興
寺
本
、林
原
美
術
館
本
等
の
同
時
代
の
洛
中
洛
外
図
に
は
必
ず
描
か
れ
て
い
る
が
、

舟
木
本
に
は
絵
も
文
字
の
書
き
込
み
も
見
ら
れ
な
い
。
諸
本
に
見
ら
れ
る
京
都
所
司

代
の
建
物
は
、
塀
で
囲
わ
れ
た
一
画
に
、
南
側
と
東
側
に
門
を
設
け
、
内
部
に
は
数

棟
の
建
物
が
あ
り
、
堺
市
博
物
館
本
な
ど
に
は
西
側
の
大
き
め
の
建
物
で
政
務
が
執

り
行
わ
れ
て
い
る
。

　

以
上
に
見
た
よ
う
に
、
舟
木
本
洛
中
洛
外
図
は
造
営
後
間
も
な
い
内
裏
や
新
上
東

門
院
御
所
、
二
条
城
を
描
い
て
い
て
、
右
隻
の
大
仏
殿
周
辺
と
と
も
に
景
観
年
代
を

考
え
る
鍵
と
も
な
り
え
た
。
し
か
し
、
二
条
城
及
び
京
都
所
司
代
附
近
の
描
写
は
少

し
曖
昧
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
正
確
さ
に
欠
け
る
点
も
見
ら
れ
た
。
二
条
城
に
関
し
て

は
後
で
も
う
一
度
考
察
す
る
。

図4　二条城
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三
　
公
家
・
武
家
の
行
列

　

洛
中
洛
外
図
で
は
行
列
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
り
、
作
品
の
年
代
判
定
が
で
き
る

と
と
も
に
、
作
品
の
主
題
を
考
察
す
る
手
掛
か
り
と
な
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て

い
る
（
32
（

。
大
勢
の
人
の
描
写
で
溢
れ
か
え
っ
て
い
る
舟
木
本
に
お
い
て
も
、
い
く
つ
か

の
行
列
が
見
ら
れ
る
。
本
節
で
は
、
そ
れ
を
見
て
み
よ
う
。

　

二
条
城
に
は
、
東
大
手
門
を
潜
っ
て
城
内
に
入
る
公
家
の
一
行
が
描
か
れ
る
。
赤

色
系
の
狩
衣
を
着
て
立
烏
帽
子
を
被
る
公
家
を
先
頭
に
、
色
付
き
の
狩
衣
を
着
る
公

家
が
門
内
に
三
人
、
門
外
に
二
人
い
る
。
白
の
衣
装
を
着
る
地
下
官
人
は
門
内
に
二

人
、
門
外
に
三
人
い
る
。
門
外
に
は
板
輿
が
一
基
あ
る
。
城
内
で
は
公
家
を
迎
え
る

武
士
た
ち
が
描
か
れ
る
。
こ
の
公
家
の
一
行
が
誰
で
あ
る
か
は
絵
か
ら
は
特
定
で
き

な
い
。

　

慶
長
一
九
年
一
〇
月
二
三
日
、
徳
川
家
康
は
大
坂
城
の
豊
臣
秀
頼
を
攻
め
る
た
め

に
入
京
し
、
二
条
城
を
宿
館
と
し
た
。
翌
二
四
日
か
ら
は
勅
使
や
公
家
衆
が
家
康
の

と
こ
ろ
に
挨
拶
に
訪
れ
た
。
一
五
日
に
は
家
康
は
二
条
城
を
発
っ
て
大
坂
に
向
か
っ

た
。
大
坂
冬
の
陣
を
終
え
た
後
、
家
康
は
同
年
一
二
月
二
五
日
に
二
条
城
に
凱
旋
し

た
。
そ
の
時
も
公
家
衆
た
ち
が
二
条
城
に
出
向
い
て
い
る
。
大
坂
夏
の
陣
に
際
し
て

は
、
家
康
は
慶
長
二
〇
年
四
月
一
八
日
か
ら
五
月
五
日
ま
で
二
条
城
に
在
館
し
、
夏

の
陣
後
の
五
月
八
日
に
凱
旋
し
、
戦
後
処
理
施
策
や
諸
行
事
の
た
め
八
月
（
改
元
し

て
元
和
元
年
）
四
日
ま
で
滞
在
し
て
い
て
、
こ
の
時
も
公
家
衆
が
頻
繁
に
訪
れ
て
い

る
（
32
（

。
舟
木
本
を
慶
長
末
年
の
景
観
と
す
る
な
ら
、
二
条
城
内
に
入
る
公
家
の
一
行
は

こ
の
よ
う
な
一
齣
と
考
え
ら
れ
る
。

　

二
条
城
の
東
大
手
門
の
北
側
に
は
、
二
条
通
を
西
進
し
て
二
条
城
に
向
か
う
武
士

の
一
行
が
目
に
留
ま
る
。
先
頭
は
挟
み
箱
を
担
ぐ
三
人
で
、
西
堀
川
通
を
南
行
し
て

い
る
。
続
い
て
鉄
砲
を
担
ぐ
一
〇
人
で
、
堀
川
の
二
条
橋
を
通
過
し
て
い
る
。
次

い
で
乗
用
の
駕
籠
と
そ
れ
を
担
ぐ
人
夫
四
人
が
居

る
。
次
い
で
毛
槍
を
持
つ
五
人
、
予
備
の
五
人
、

次
い
で
馬
に
騎
乗
す
る
一
二
～
三
人
、
最
後
に
長

槍
を
含
む
約
二
〇
人
が
描
か
れ
て
い
て
、
舟
木
本

で
最
大
の
武
家
行
列
で
あ
る
。
慶
長
一
九
年
一
〇

月
に
徳
川
家
康
が
二
条
城
に
入
る
と
諸
大
名
も
挨

拶
に
来
て
い
て
（
32
（

、
そ
の
よ
う
な
大
名
衆
を
描
く
も

の
と
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
武
家
行
列
の
壮
大

さ
か
ら
は
伏
見
城
か
ら
二
条
城
を
訪
れ
た
将
軍
秀

忠
の
可
能
性
も
高
い
と
考
え
る
。
そ
の
理
由
は
、

鉄
砲
・
槍
を
含
む
武
具
を
帯
び
た
二
条
城
に
向
か

う
大
行
列
で
あ
る
こ
と
、
東
西
の
堀
川
通
に
は
駕

籠
に
向
か
っ
て
座
す
者
が
い
る
こ
と
、
秀
忠
が
拠

点
に
し
た
伏
見
城
か
ら
の
道
筋
で
あ
る
こ
と
、
秀

忠
の
二
条
城
訪
問
は
大
坂
夏
の
陣
後
に
頻
繁
に
見

ら
れ
た
こ
と
な
ど
か
ら
で
あ
る
。

　

左
隻
第
四
扇
の
上
部
、
内
裏
の
南
側
の
通
り
に

は
、
三
つ
葉
葵
の
紋
を
付
け
た
牛
車
が
西
に
向

か
っ
て
い
る
。
牛
は
一
頭
で
、
二
人
の
牛
飼
が
付

く
。
牛
車
の
左
右
に
は
、
色
付
き
の
狩
衣
を
着
た

者
が
数
人
、
白
の
衣
装
の
者
が
数
人
付
い
て
い

る
。
そ
の
後
ろ
に
は
二
基
の
輿
が
担
が
れ
て
い

る
。
そ
の
横
に
は
、
被
衣
を
か
ぶ
る
二
人
の
女
性

と
朱
傘
を
差
し
掛
け
る
付
き
人
も
描
か
れ
る
。
牛

車
の
上
に
は
文
字
の
書
き
込
み
が
あ
る
が
、
剥
落

し
て
い
て
読
め
な
い
。
そ
の
代
わ
り
に
下
書
き
が

図5　武家の行列
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見
え
て
い
て
、「
当
関
白
」
と
判

読
で
き
る
（
33
（

。
こ
の
点
に
関
し
て
辻

氏
は
、
画
家
は
関
白
参
内
を
描
く

つ
も
り
で
い
た
が
、
元
和
元
年
正

月
二
六
日
の
秀
忠
参
内
の
報
に
接

し
て
変
更
し
た
の
で
は
な
い
か
と

す
る
（
33
（

。
こ
れ
に
つ
い
て
畠
山
氏
は

こ
の
時
の
秀
忠
の
参
内
は
牛
車
で

な
く
塗
輿
で
あ
っ
た
と
し
つ
つ

も
、
作
画
途
中
で
の
急
遽
の
変
更

の
た
め
現
実
と
の
齟
齬
が
生
じ
た

も
の
だ
ろ
う
と
辻
氏
説
を
支
持
す

る
（
33
（

。
図
版
類
に
お
い
て
も
、
将
軍

の
参
内
行
列
を
パ
タ
ー
ン
化
し
た

も
の
か
、
と
さ
れ
て
い
る
（
3（
（

。
し
か

し
、
塗
輿
で
の
参
内
を
牛
車
で
描

い
て
済
ま
す
こ
と
は
あ
り
得
な
い

の
で
は
な
い
か
。

　

辻
氏
は
こ
の
考
察
の
過
程
で
、
関
白
が
幕
府
か
ら
車
を
借
り
た
と
い
う
推
測
も
挙

げ
る
が
、
そ
れ
以
上
の
検
討
は
し
て
い
な
い
。
牛
車
は
、
牛
車
宣
下
を
受
け
た
関
白

や
将
軍
等
が
使
用
で
き
る
特
別
の
乗
り
物
で
、
三
つ
葉
葵
紋
を
付
け
た
牛
車
は
徳
川

将
軍
用
の
も
の
で
あ
る
。
慶
長
末
年
の
関
白
は
鷹
司
信
尚
（
慶
長
一
七
年
七
月
二
五

日
補
任
、
元
和
元
年
七
月
二
七
日
退
任
）
で
、
関
白
補
任
時
に
牛
車
宣
下
も
出
さ
れ

て
い
る
（
33
（

。
次
の
関
白
は
二
条
昭
実
（
元
和
元
年
七
月
二
八
日
還
補
、
同
五
年
七
月

一
四
日
辞
任
）
で
あ
る
。
二
条
昭
実
は
天
正
一
二
年
二
月
一
二
日
に
一
度
関
白
と
な

り
、
同
一
三
年
七
月
一
一
日
に
関
白
職
を
豊
臣
秀
吉
に
譲
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
再
任

に
な
る
。
そ
の
時
に
、
牛
車
宣
下
も
旧
の
如
く
出
さ
れ
た
と
あ
る
（
33
（

。
牛
車
の
行
列
に

つ
い
て
は
、
次
節
で
改
め
て
考
え
て
み
る
。

　
　
　
四
　「
当
関
白
」
の
牛
車
と
舟
木
本
の
構
想

　

舟
木
本
は
、
右
隻
の
右
端
に
東
山
山
麓
の
大
仏
殿
、
左
隻
の
左
端
に
二
条
城
を
配

置
し
、
京
都
の
情
景
や
風
俗
を
活
き
活
き
と
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
舟

木
本
の
作
者
で
あ
る
岩
佐
又
兵
衛
は
系
譜
の
上
か
ら
豊
臣
方
に
親
和
的
だ
と
い
う
視

点
で
屏
風
全
体
が
見
ら
れ
て
き
た
が
、
又
兵
衛
の
出
身
の
荒
木
家
は
豊
臣
・
徳
川
双

方
に
繋
が
り
を
も
ち
（
33
（

、
又
兵
衛
自
身
も
元
和
二
年
頃
に
は
越
前
の
松
平
氏
に
請
わ
れ

て
移
り
住
ん
で
い
る
如
く
、
豊
臣
方
に
親
和
的
と
い
う
見
方
か
ら
離
れ
て
見
る
こ
と

も
必
要
だ
と
考
え
る
。
作
品
は
あ
く
ま
で
も
発
注
者
と
の
繋
が
り
に
お
い
て
制
作
さ

れ
た
も
の
で
、
以
下
の
点
に
注
目
す
る
と
舟
木
本
に
は
京
都
に
お
け
る
徳
川
方
の
関

係
箇
所
が
た
く
さ
ん
描
き
込
ま
れ
て
い
る
。

　

左
隻
第
二
扇
中
央
の
左
側
に
は
、「
□
や
ま
け
ん
き
よ
う
」
と
書
き
込
み
の
あ
る

琵
琶
法
師
が
描
か
れ
る
。
既
に
辻
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
慶
長
一
九
年
九
月
に
駿

府
城
に
お
い
て
家
康
に
対
し
て
平
家
物
語
を
語
っ
た
上
山
検
校
を
描
く
も
の
と
考
え

ら
れ
る
（
32
（

。
舟
木
本
に
お
い
て
個
人
名
を
特
定
で
き
る
の
は
、「
当
関
白
」
を
除
け
ば

こ
の
人
だ
け
で
あ
る
。

　

舟
木
本
の
右
隻
第
五
扇
の
上
端
に
描
か
れ
る
知
恩
院
は
、
徳
川
家
に
縁
の
あ
る
浄

土
宗
の
総
本
山
で
あ
る
。
左
隻
第
一
・
第
二
扇
の
下
部
に
描
か
れ
る
東
本
願
寺
は
慶

長
七
年
に
教
如
が
徳
川
家
康
か
ら
東
六
条
の
地
を
寄
進
さ
れ
、
西
本
願
寺
と
並
ぶ
寺

院
と
し
て
創
建
さ
れ
た
。
右
隻
第
一
扇
に
描
か
れ
る
智
積
院
も
、
慶
長
五
年
に
徳
川

家
康
に
よ
り
紀
州
根
来
寺
が
再
興
さ
れ
た
寺
院
で
あ
る
。
第
一
節
で
も
指
摘
し
た
よ

う
に
、
日
蓮
宗
寺
院
、
臨
済
宗
寺
院
は
あ
ま
り
描
か
れ
ず
、
寺
院
だ
け
を
見
て
も
徳

図6　「当関白」の牛車
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川
色
が
出
て
い
る
と
い
え
る
。

　

左
隻
左
側
の
上
端
に
描
か
れ
る
慶
長
度
内
裏
は
、
京
都
所
司
代
板
倉
勝
重
を
総
奉

行
と
し
て
造
営
の
進
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
左
隣
に
あ
っ
た
女
院
御
所
の

主
で
あ
る
新
上
東
門
院
は
、
慶
長
一
九
年
に
起
き
た
宮
女
と
若
公
家
衆
と
の
密
通
事

件
に
際
し
て
、
寛
大
な
処
置
を
願
っ
て
所
司
代
に
嘆
願
を
出
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ

る
。
当
時
、
女
院
の
存
在
は
朝
廷
に
と
っ
て
も
、
徳
川
家
に
と
っ
て
も
大
き
な
意
味

を
も
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

二
条
城
が
大
き
く
描
か
れ
て
い
る
も
の
の
、
城
内
の
建
物
描
写
に
曖
昧
さ
の
あ
る

こ
と
は
既
に
指
摘
し
た
。
そ
の
点
と
関
わ
っ
て
、
郭
内
の
建
物
で
の
裁
判
の
描
写
を

見
て
み
よ
う
。
従
来
、
こ
の
場
面
は
二
条
城
内
の
裁
判
で
、
所
司
代
の
裁
判
の
様
子

と
さ
れ
て
い
る
（
32
（

。
こ
の
描
写
で
は
、
建
物
内
、
建
物
の
縁
側
、
建
物
前
の
庭
に
、
裁

判
の
関
係
者
が
い
て
、
周
辺
で
人
々
が
そ
れ
を
見
守
っ
て
い
る
。
そ
の
左
側
の
敷
地

内
に
は
捕
縛
さ
れ
て
い
る
人
物
も
い
る
。
当
時
の
訴
訟
は
京
都
所
司
代
の
管
轄
で
あ

り
、
所
司
代
屋
敷
で
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
第
二
節
で
み
た
他
の
洛
中
洛
外
図

作
品
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
家
康
が
宿
舎
と
し
た
二
条
城
に
一
般
の
人
々
が
入
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
舟
木
本
の
こ
の
場
面
は
、
二
条
城
の
描
写
と
所
司
代
屋

敷
の
描
写
が
重
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
描
写
に
な
っ
た
理
由
に
は
、
画
面
構
成
の
上
か
ら
二
条
城
の
北
側
に

所
司
代
屋
敷
を
配
置
で
き
な
く
な
り
二
条
城
内
に
そ
れ
を
入
れ
込
ん
だ
か
、
何
か
の

歴
史
的
事
件
を
反
映
し
た
描
写
か
と
い
う
、
二
つ
が
挙
げ
ら
れ
る
。
前
者
の
理
由
が

基
本
的
な
も
の
だ
と
考
え
る
が
、
後
者
に
関
し
て
は
京
都
所
司
代
の
板
倉
氏
に
関
す

る
次
の
伝
承
が
注
目
さ
れ
る
。
大
坂
夏
の
陣
に
際
し
て
、
板
倉
勝
重
は
家
康
の
出
陣

を
一
日
延
期
す
る
こ
と
を
進
言
し
、
そ
の
日
に
大
坂
の
城
内
よ
り
洛
中
に
忍
び
居
る

と
こ
ろ
の
放
火
の
賊
徒
数
多
を
絡
め
捕
り
、
二
条
城
に
出
仕
し
て
賊
を
献
じ
た
と
あ

る
（
32
（

。
こ
の
よ
う
な
伝
承
の
元
に
な
っ
た
事
件
も
踏
ま
え
た
上
で
、捕
縛
さ
れ
た
人
物
、

所
司
代
屋
敷
で
の
裁
判
の
様
子
な
ど
を
絵
に
描
き
込
ん
だ
可
能
性
も
あ
る
と
思
わ
れ

る
。

　

前
節
で
見
た
葵
紋
の
牛
車
の
行
列
に
つ
い
て
再
び
考
え
て
み
る
。
辻
氏
は
関
白
の

参
内
を
急
遽
変
更
し
て
将
軍
の
参
内
を
描
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
関
白
が
幕
府
か
ら

車
を
借
り
た
様
子
を
描
い
た
の
か
の
い
ず
れ
か
と
す
る
が
、
屏
風
全
体
の
構
想
を
考

え
た
時
、
将
軍
の
参
内
と
関
白
の
参
内
と
で
は
作
品
の
目
的
を
左
右
す
る
ほ
ど
の
大

き
な
違
い
が
あ
る
と
考
え
る
。
関
白
と
徳
川
家
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
改
め
て
考
え

て
み
よ
う
。

　

慶
長
末
年
の
関
白
で
あ
る
鷹
司
信
尚
と
徳
川
家
康
の
関
係
は
あ
ま
り
良
く
な
か
っ

た
。
家
康
が
慶
長
一
九
年
一
〇
月
下
旬
に
二
条
城
に
入
っ
た
際
、
鷹
司
信
尚
も
二
条

昭
実
ら
と
と
も
に
登
城
し
て
い
る
が
、
家
康
は
信
尚
が
連
絡
な
し
に
大
仏
供
養
に
臨

ん
だ
こ
と
に
反
発
し
て
会
わ
な
か
っ
た
（
（3
（

。
翌
年
正
月
二
八
日
、
将
軍
秀
忠
も
同
様
の

理
由
で
関
白
と
対
面
し
な
か
っ
た
（
（3
（

。
そ
れ
に
対
し
、
二
条
昭
実
と
徳
川
家
と
の
関
係

は
良
好
で
あ
っ
た
。
慶
長
一
八
年
に
九
条
忠
栄
の
子
を
嗣
子
と
し
て
迎
え
た
時
、
家

康
の
偏
諱
を
受
け
て
康
道
と
し
、
以
後
、
二
条
家
の
代
々
は
将
軍
家
か
ら
偏
諱
を
受

図7　二条城内の裁判
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け
る
の
を
通
例
と
し
た
。
慶
長
二
〇
年
七
月
一
七
日
に
出
さ
れ
た
禁
中
並
公
家
中
諸

法
度
は
家
康
・
秀
忠
と
と
も
に
公
家
の
代
表
と
し
て
二
条
昭
実
が
署
名
し
た
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
葵
紋
の
牛
車
に
乗
る
の
が
関
白
級
の
人
物
だ
と
す
る
と
、
鷹
司
信
尚
よ

り
も
二
条
昭
実
が
相
応
し
い
と
い
え
る
。
既
述
の
よ
う
に
牛
車
の
使
用
は
宣
下
が
必

要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
二
条
昭
実
は
元
和
元
年
七
月
二
八
日
以
前
に
関
白
と
し
て
の

牛
車
を
使
用
で
き
な
か
っ
た
。
平
安
・
鎌
倉
時
代
と
は
異
な
り
、
室
町
時
代
後
期
以

降
は
牛
車
を
所
持
す
る
貴
族
も
少
な
か
っ
た
と
い
う
（
（3
（

。
記
録
に
よ
る
と
、
慶
長
二
〇

年
五
月
一
五
日
に
幕
府
が
公
家
衆
行
儀
法
度
を
申
し
入
れ
た
日
、摂
家
の
二
条
昭
実
、

九
条
忠
栄
、
鷹
司
信
房
の
三
人
が
参
内
し
て
い
る
（
（（
（

。
鷹
司
信
房
は
関
白
鷹
司
信
尚
の

父
で
あ
る
が
、
二
条
昭
実
か
ら
は
弟
に
当
た
る
。
こ
の
参
内
に
お
い
て
二
条
昭
実
が

徳
川
家
か
ら
牛
車
の
提
供
を
受
け
て
い
た
な
ら
ば
、
屏
風
の
景
観
年
代
時
に
は
「
前

関
白
」
で
あ
る
が
、
完
成
時
点
で
は
関
白
に
就
任
し
て
い
た
こ
と
か
ら
「
当
関
白
」

の
文
字
注
記
が
加
え
ら
れ
て
も
矛
盾
は
な
い
。
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
牛
車
と
二

基
の
輿
の
描
写
は
、
こ
の
摂
家
三
人
の
参
内
を
描
い
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。

　

葵
紋
の
牛
車
を
二
条
昭
実
の
参
内
と
解
す
る
な
ら
、
こ
の
作
品
の
制
作
目
的
は
何

で
あ
ろ
う
か
。
室
町
時
代
末
の
上
杉
本
は
、
織
田
信
長
か
ら
上
杉
謙
信
に
贈
ら
れ
た

作
品
で
あ
っ
た
。江
戸
時
代
前
期
末
の
天
和
三
年（
一
六
八
三
）、京
都
所
司
代
で
あ
っ

た
稲
葉
正
往
は
父
の
家
督
を
継
承
し
た
御
礼
に
「
洛
中
外
の
図
の
屏
風
一
双
」
を
将

軍
綱
吉
に
献
上
し
て
い
る
（
（3
（

。
こ
の
よ
う
に
洛
中
洛
外
図
は
大
名
間
同
士
、
あ
る
い
は

大
名
か
ら
将
軍
等
へ
献
上
さ
れ
る
品
物
で
あ
っ
た
（
（3
（

。
舟
木
本
も
贈
答
の
品
と
し
て
作

ら
れ
た
と
考
え
る
な
ら
、
徳
川
家
所
縁
の
京
都
を
描
き
込
み
、
さ
ら
に
関
白
の
参
内

を
挿
入
し
て
い
る
点
か
ら
、
徳
川
方
と
関
白
と
の
間
で
贈
答
の
品
と
し
て
構
想
さ
れ

た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
場
合
、
二
条
城
に
所
司
代
屋
敷
を
描
き
込
む
こ
と
か
ら
、

そ
れ
を
認
め
得
る
発
注
者
と
し
て
京
都
所
司
代
の
関
与
し
た
可
能
性
が
浮
上
す
る
。

　

舟
木
本
は
画
面
全
体
と
し
て
は
、
豊
臣
・
徳
川
が
対
峙
す
る
緊
迫
感
が
高
ま
っ
た

時
期
の
作
品
と
い
う
よ
り
も
、
四
条
河
原
な
ど
の
遊
興
の
風
景
が
活
き
活
き
と
描
か

れ
て
い
て
、
解
放
感
を
基
調
に
し
た
作
品
だ
と
い
え
る
。
右
隻
第
一
扇
の
方
広
寺
の

梵
鐘
の
描
写
か
ら
は
、
梵
鐘
の
大
き
さ
に
見
と
れ
、
こ
れ
が
あ
の
話
題
に
な
っ
た
釣

鐘
か
と
い
う
よ
う
な
人
び
と
の
姿
を
描
く
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
祇
園
会
の
描
写

に
し
て
も
、
一
般
的
な
山
鉾
巡
行
で
な
く
神
輿
渡
御
を
描
く
の
は
、
慶
長
二
〇
年
六

月
の
二
条
城
前
の
神
輿
渡
御
の
印
象
を
受
け
た
も
の
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
（
（3
（

。
美
術

史
家
の
多
く
が
制
作
を
元
和
偃
武
と
す
る
こ
と
か
ら
も
、元
和
初
年
に
お
け
る
制
作
・

贈
答
の
目
的
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
時
代
状
況
か
ら
は
、
徳
川
方
が
和
子
入
内
な

ど
の
政
治
的
課
題
を
前
に
し
て
、
朝
廷
・
公
家
方
の
代
表
で
あ
る
関
白
に
贈
る
こ
と

を
目
的
に
制
作
し
た
可
能
性
が
高
い
。

　
　
　
お
わ
り
に

 　

各
節
を
改
め
て
ま
と
め
て
お
く
。

　

第
一
節
で
は
舟
木
本
に
独
特
の
左
右
隻
が
連
続
す
る
構
図
は
舟
木
本
以
外
に
も
見

ら
れ
る
こ
と
、
舟
木
本
の
構
図
や
描
写
範
囲
に
影
響
を
与
え
て
い
る
の
は
内
裏
付
近

の
描
写
で
あ
る
こ
と
を
み
た
。

　

第
二
節
で
は
舟
木
本
の
内
裏
は
京
都
所
司
代
板
倉
勝
重
を
総
奉
行
と
し
て
造
営
さ

れ
た
慶
長
度
内
裏
を
描
く
こ
と
、
内
裏
の
左
側
に
は
女
院
で
あ
る
新
上
東
門
院
御
所

を
描
く
こ
と
、
二
条
城
は
慶
長
度
の
天
守
閣
等
を
描
く
が
、
郭
内
に
他
作
品
と
は
異

な
る
描
写
の
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

第
三
節
で
は
、
二
条
城
の
東
大
手
門
を
潜
る
公
家
の
一
行
は
家
康
在
城
時
に
見
ら

れ
た
公
家
の
挨
拶
訪
問
の
情
景
を
表
す
こ
と
、
二
条
通
を
通
行
す
る
武
家
の
一
行
は

同
時
期
に
二
条
城
に
向
か
っ
た
武
家
の
情
景
を
踏
ま
え
て
描
い
た
も
の
で
あ
る
こ

と
、
内
裏
の
南
側
の
通
り
を
西
進
す
る
三
つ
葉
葵
紋
を
も
つ
牛
車
の
行
列
は
文
字
記
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入
の
下
書
き
か
ら
「
当
関
白
」
の
参
内
を
描
こ
う
と
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

を
述
べ
た
。

　

第
四
節
で
は
、
舟
木
本
に
は
京
都
に
お
け
る
徳
川
方
所
縁
の
寺
社
等
が
た
く
さ
ん

描
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
二
条
城
の
描
写
に
は
所
司
代
屋
敷
の
内
容
が
混
じ
っ
て

い
る
こ
と
を
み
た
。「
当
関
白
」
と
記
さ
れ
る
牛
車
の
行
列
は
、
徳
川
家
と
も
懇
意

で
あ
っ
て
、
大
坂
夏
の
陣
後
に
関
白
に
還
補
さ
れ
た
二
条
昭
実
で
あ
る
と
推
定
し

た
。
そ
の
上
で
、
徳
川
家
と
関
白
と
の
関
係
の
発
展
の
た
め
に
、
徳
川
方
が
関
白
参

内
を
描
く
京
都
画
の
屏
風
作
品
を
制
作
し
、
贈
答
し
よ
う
と
し
た
の
が
舟
木
本
で
は

な
い
か
と
推
測
し
た
。

　

こ
の
推
測
を
含
め
、
そ
の
後
の
政
治
状
況
に
お
い
て
、
作
品
の
完
成
時
期
と
利
用

が
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
、
さ
ら
に
は
作
品
の
伝
来
が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
な
ど
、

ま
だ
ま
だ
不
明
な
点
は
多
く
、
さ
ら
に
議
論
を
深
め
て
い
き
た
い
。

〔
注
釈
〕

（
1
） 

辻
惟
雄
「
京
洛
名
所
図
屏
風
に
つ
い
て
」（『
国
華
』
第
八
一
七
号
、
一
九
六
〇
年
）。

（
2
） 

辻
惟
雄
「
舟
木
家
旧
蔵
本
洛
中
洛
外
図
屏
風
の
検
討
」（『
日
本
屏
風
絵
集
成
』
第
一
一 

風

俗
画
―
洛
中
洛
外
、
講
談
社
、
一
九
七
八
年
）。

（
3
） 

奥
平
俊
六
『
洛
中
洛
外
図　

舟
木
本
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
一
年
）。

（
4
） 

佐
藤
康
宏
「
又
兵
衛
風
諸
作
品
の
再
検
討
」（『
美
術
史
』
第
一
六
〇
号
、
二
〇
〇
六
年
）。

（
5
） 

辻
惟
雄
『
岩
佐
又
兵
衛
』（
文
春
新
書
、
二
〇
〇
八
年
）。
辻
氏
に
は
、
こ
の
他
に
も
洛
中
洛

外
図
に
関
す
る
次
の
著
作
が
あ
る
。
辻
惟
雄
『
日
本
の
美
術　

洛
中
洛
外
図
』（
至
文
堂
、

一
九
七
六
年
）。

（
6
） 

註
（
5
）。

（
7
） 

田
沢
裕
賀
「
舟
木
家
本
「
洛
中
洛
外
図
屏
風
」
の
近
世
初
期
風
俗
画
に
お
け
る
位
置
付
け
」

（『
東
京
国
立
博
物
館
紀
要
』
第
四
六
号
、
二
〇
一
一
年
）。
な
お
、
舟
木
本
の
図
版
に
つ
い

て
は
、
東
京
国
立
博
物
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
デ
ジ
タ
ル
画
像
が
あ
る
他
、
出
版
物
と
し
て

は
、
次
の
も
の
が
あ
る
。
川
嶋
將
生
・
辻
惟
雄
編
『
近
世
風
俗
図
譜
第
四
巻　

洛
中
洛
外
二
』

（
小
学
館
、
一
九
八
三
年
）、
石
田
尚
豊
・
内
藤
昌
・
森
谷
尅
久
編
『
洛
中
洛
外
図
大
観
』（
小

学
館
、
一
九
八
七
年
）。

（
8
） 

畠
山
浩
一
「
岩
佐
又
兵
衛
伝
再
考
」（『
国
華
』
第
一
三
六
四
号
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
9
） 

畠
山
浩
一
「
舟
木
本
洛
中
洛
外
図
の
制
作
背
景
に
つ
い
て
」（『
論
集
・
東
洋
日
本
美
術
史
と

現
場
』、
竹
林
舎
、
二
〇
一
二
年
）。
畠
山
氏
に
は
こ
の
他
に
も
岩
佐
又
兵
衛
に
関
す
る
論
考

と
し
て
次
の
も
の
が
あ
る
。
畠
山
浩
一
「
岩
佐
又
兵
衛
と
荒
木
一
族
」（『
美
術
史
学
』
第

三
〇
号
、
二
〇
〇
九
年
）。
畠
山
浩
一
「
"浮
世
又
兵
衛"

の
虚
像
と
実
像
」（『
美
術
史
学
』

第
三
三
号
、
二
〇
一
二
年
）。

（
10
） 

辻
惟
雄
「
京
名
所
図
屏
風
」（『
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
』
第
一
六
三
号
、
一
九
六
四
年
）
に
、
呼
称

に
つ
い
て
の
言
及
が
あ
る
。

（
11
） 

京
都
国
立
博
物
館
編
『
洛
中
洛
外
図
』（
武
田
恒
夫
執
筆
、
角
川
書
店
、
一
九
六
六
年
）。

（
12
） 

福
岡
市
博
物
館
本
は
『
吉
川
観
方
と
京
都
文
化
』（
京
都
文
化
博
物
館
、
二
〇
〇
二
年
）、
鶴

来
家
本
は
『
京
名
所
風
俗
図
』（
京
都
国
立
博
物
館
、
一
九
七
〇
年
）、
真
門
家
本
は
『
近
世

初
期
風
俗
画
名
作
展
』（
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
七
〇
年
）
に
図
版
が
載
る
。
旧
池
垣
家

本
は
『
祇
園
祭
展
』（
京
都
市
社
会
教
育
振
興
財
団
、
一
九
八
三
年
）
に
部
分
図
が
、『
月
刊

京
都
』（
白
川
書
院
）
の
祇
園
祭
特
集
号
（
四
八
〇
号
、
五
二
八
号
）
に
屏
風
飾
で
の
様
子
が

載
る
。
福
岡
市
博
物
館
本
を
狩
野
孝
信
と
す
る
考
察
は
、
小
嵜
善
通
「
狩
野
孝
信
の
作
風
に

つ
い
て
」（『
美
術
史
』
第
一
二
八
号
、
一
九
九
〇
年
）
を
参
照
。

（
13
） 

藤
岡
通
夫
『
京
都
御
所
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
八
七
年
）。

（
14
） 

註
（
7
）『
洛
中
洛
外
図
大
観
』。

（
15
） 

註
（
13
）。

（
16
） 『
歴
史
群
像　

名
城
シ
リ
ー
ズ
十
一　

二
条
城
』（
学
習
研
究
社
、
一
九
九
六
年
）。

（
17
） 

大
塚
活
美
「
江
戸
時
代
の
洛
中
洛
外
図
の
主
題
と
構
図
に
つ
い
て
」（『
歴
史
評
論
』
第 

六
二
一
号
、
二
〇
〇
二
年
）。

（
18
） 『
大
日
本
史
料
』
第
一
二
編
。

（
19
） 『
駿
府
記
』
慶
長
一
九
年
一
〇
月
二
四
日
条
（『
史
籍
雑
纂
』
所
収
）。

（
20
） 

下
書
き
の
文
字
と
清
書
の
文
字
と
は
筆
跡
等
が
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。
下
書
き
の
文
字
は
高

台
院
の
書
き
込
み
に
も
一
部
見
ら
れ
る
。

（
21
） 
註
（
1
）。

（
22
） 
註
（
9
）。

（
23
） 

註
（
7
）。
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（
24
） 「
諸
家
伝
」（『
大
日
本
史
料
』
第
一
二
編
之
三
九
、
元
和
七
年
一
一
月
一
九
日
条
）。

（
25
） 「
公
卿
補
任
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
所
収
）。

（
26
） 

註
（
9
）
畠
山
浩
一
「
岩
佐
又
兵
衛
と
荒
木
一
族
」。

（
27
） 「
駿
府
記
」
慶
長
一
九
年
九
月
二
三
日
条
（『
史
籍
雑
纂
』
所
収
）。

（
28
） 
註
（
7
）『
近
世
風
俗
図
譜
第
四
巻　

洛
中
洛
外
二
』
40
頁
。
註
（
3
）『
洛
中
洛
外
図　

舟

木
本
』
105
頁
、
125
頁
。『
特
別
展
京
都
―
洛
中
洛
外
図
と
障
壁
画
の
美
』（
日
本
テ
レ
ビ
放
送

網
、
二
〇
一
三
年
）
88
頁
に
お
い
て
も
、
訴
訟
沙
汰
の
場
面
と
し
、「（
二
条
城
に
お
い
て
）

実
際
に
裁
判
が
行
わ
れ
た
様
子
は
な
い
」
と
解
説
す
る
。

（
29
） 「
板
倉
氏
系
図
」（『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
巻
第
八
一
所
収
）。

（
30
） 「
孝
亮
宿
禰
日
次
記
」
慶
長
一
九
年
一
一
月
三
日
条
（『
大
日
本
史
料
』
所
収
）。

（
31
） 「
義
演
准
后
日
記
」
慶
長
二
〇
年
正
月
二
八
日
条
（『
大
日
本
史
料
』
所
収
）。

（
32
） 

櫻
井
芳
昭
『
も
の
と
人
間
の
文
化
史
一
六
〇　

牛
車
』（
法
政
大
学
出
版
局
、二
〇
一
二
年
）。

（
33
） 「
泰
重
卿
記
」
慶
長
二
〇
年
五
月
一
七
日
条
（『
史
料
纂
集
九
五　

泰
重
卿
記
』、
続
群
書
類
従

完
成
会
、
一
九
九
三
年
）。

（
34
） 「
常
憲
院
殿
御
実
紀
」（『
徳
川
実
紀
』
第
五
編
）。

（
35
） 

黒
田
日
出
男
「
初
期
洛
中
洛
外
図
屏
風
の
伝
来
論
」（『
立
正
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
』
第

二
七
号
、
二
〇
一
一
年
）。

（
36
） 

林
原
美
術
館
本
な
ど
に
描
か
れ
る
二
条
城
前
の
神
輿
行
列
は
、
慶
長
二
〇
年
六
月
の
大
坂
夏

の
陣
後
に
見
ら
れ
た
特
別
な
渡
御
路
で
あ
り
、
祇
園
会
に
お
い
て
山
鉾
よ
り
も
神
輿
が
注
目

さ
れ
た
珍
し
い
年
だ
っ
た
（
註
（
17
））。

※
図
1
か
ら
図
7
ま
で
の
画
像
は
、
東
京
国
立
博
物
館
の
提
供　

http://w
w

w.tnm
.jp/
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